
寒 川町 下水 道条例 施行 規則 新旧 対照表  

現 行  改 正案  

～ 略～  ～ 略～  

(排 水設備 の構 造基 準 ) (排 水設備 の構 造基 準 ) 

第 3条  排 水設 備の 構造 基準 は、法 令 に定

め があ るも ののほ か、次 の各 号に よらな

け れば なら ない。  

第 3条  排 水設 備の 構造 基準 は、法令 に定

め があ るも ののほ か、次 の各 号に よらな

け れば なら ない。  

(1)～ (10) （ 略）  (1)～ (10) （ 略）  

（ 略）  （ 略）  

（ 略）  （ 略）  

（ 加え る）  ( 1 1 )  デ ィ ス ポ ー ザ 排 水 処 理 シ ス テ ム

(生 ご み を 粉 砕 し こ れ を 排 水 処 理 部 で

処 理し、その 排水を公 共下 水道 へ排除

す る機 器の 総体を いう 。次条 第 1項第 7

号 にお いて 同じ。)を設 置す ると きは 、

町 長 が 別 に 定 め る 設 置 基 準 及 び 維 持

管 理に 関す る事項 を遵 守す るこ と。  

(排 水設備 等の 確認 申請 ) (排 水設備 等の 確認 申請 ) 

第 4条  条 例 第 5条 の 規 定 に よ り 排 水 設 備

等 の 新 設 等 の 確 認 を 受 け よ う と す る 者

は、工事 着手 前に排 水設 備設 置等 確認申

請 書 (第 1号 様 式 )に 次 の 各 号 に 掲 げ る 書

類 を添 えて、町長に 提出 しな けれ ばなら

な い。この 場合 、土地 、家 屋の 状況 によ

り 2人 以 上 共 同 し て 設 置 す る と き は 、 代

表 者を 定め、代表者 が申 請し なけ ればな

ら ない 。  

第 4条  条 例 第 5条 の 規 定 に よ り 排 水 設 備

等 の 新 設 等 の 確 認 を 受 け よ う と す る 者

は、工事 着手 前に排 水設 備設 置等 確認申

請 書 (第 1号 様 式 )に 次 の 各 号 に 掲 げ る 書

類 を添 えて、町長に 提出 しな けれ ばなら

な い。この 場合 、土地 、家 屋の 状況 によ

り 2人 以 上 共 同 し て 設 置 す る と き は 、 代

表 者を 定め、代表者 が申 請し なけ ればな

ら ない 。  

(1)～ (6) （略）  (1)～ (6) （略）  

（ 加え る）  ( 7 ) デ ィ ス ポ ー ザ 排 水 処 理 シ ス テ ム を

設 置す ると きは、町長 が別 に定 めると

こ ろに より、当該ディ スポ ーザ 排水処

理 シス テム の構造 、性 能 、維持 管理 等

に 関す る書 類  

(7) （略 ）  (8) （略 ）  

2 （略）  2 （略）  

～ 略～  ～ 略～  

 附  則  

 こ の規 則は、平成 27年 4月 1日 から 施行す

る 。  

 


